
 

 

 

 

 

 

鳴門市大麻大型共同作業場使用事業者選定に係る 

公募型プロポーザル実施要領 
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１ 概要 

（１）件名 

鳴門市大麻大型共同作業場使用事業者選定 

（２）目的 

鳴門市大麻大型共同作業場は、本市の産業振興と市民の就労の場を確保するため、

昭和 61年 3月に整備され、これまで民間事業者による施設利用を通じて地域の産業

振興と雇用創出に寄与してきた。 

このたび、当作業場を使用する事業者を公募型プロポーザルで選定することで、

公平性と透明性の確保、施設の有効活用を通じた地域活性化及び地元雇用の創出を

図ることを目的とする。 

（３）対象施設 

名 称：鳴門市大麻大型共同作業場 

所在地：徳島県鳴門市大麻町川崎字堤外５７４-２ 

※ 詳細は、添付資料①「施設概要」を参照 

（４）担当部署 

担当課  鳴門市産業振興部商工政策課 

担当者  赤池、平野 

住 所  〒７７２－８５０１ 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 

連絡先  電話    ０８８－６８４－１４６８ 

         ＦＡＸ   ０８８－６８４－１３３９ 

         電子メール shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp 

 

２ 公募スケジュール 
 

※上記スケジュールは現時点の予定であり、変更となる場合がある。 

  

参加表明書等の提出期間 令和 8年 5月 1日(金)～ 5月 21日(木) 正午 

質問・現地見学等の受付期間 令和 8年 5月 1日(金)～ 5月 19日(火) 正午 

質問の最終回答 令和 8年 5月 20日(水) 

参加表明書等の審査結果通知 令和 8年 5月 25日(月) 

企画提案書等の受付期間 令和 8年 5月 25日(月)～ 6月 1日(月) 午後 5時 

提案内容審査（プレゼンテー

ション） 
令和 8年 6月中旬（予定） 

提案内容の審査結果通知 令和 8年 6月下旬（予定） 

詳細協議・使用許可手続き 令和 8年 7月中 

事業実施 令和 8年 8月 1日～ 

mailto:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp
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３ 本プロポーザルへの参加 

（１）参加資格の要件 

本プロポーザルの参加資格は、公告日を基準日として、次の各号に掲げる条件をすべ

て満たす者とする。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６

７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。 

② 次のア又はイに該当すること。 

ア 鳴門市物品等競争入札及び随意契約参加資格者名簿に登載されている競争入札

参加の有資格者であること。 

イ 上記アに該当しないで参加申請期間の終了までに、別紙①に示す、物品の購入等

に係る競争入札及び随意契約参加資格審査申請に必要な書類を提出し、鳴門市が適

当と認めた者。 

③ 鳴門市物品業者等指名停止措置要綱（平成２２年４月１日制定）による入札参加資

格停止期間中でないこと。 

④ 鳴門市暴力団排除措置要綱（平成２４年８月１日制定）に基づく排除措置を受けて

いないこと。また、経営不振の状態（破産手続き、会社更生手続き、その他類似の

手続きを開始されたとき又は手形取引停止処分がなされたとき）にないこと。 

⑤ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから 5年を経過し

ない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動、宗教活動、社会運動標榜ゴロ又は特

殊知能暴力団等の反社会勢力に該当しないこと。 

⑥ 国税及び地方税に滞納がないこと。 

 

（２）参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加表明者」という。）は、提出期間に

次の書類を提出すること。 

なお、参加表明書等の提出後に、参加を辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届（様

式５）を提出すること。 

ア 提出期限 

令和８年５月２１日（木）正午（必着） 

イ 提出方法 

持参又は郵送により「１(４)担当部署」宛てに提出すること。郵送の場合は、配達

記録が残る方法によるものとし、必ず電話で受付の確認を行うこと。 

ウ 提出書類 

・プロポーザル参加表明書（様式１－１） 

・共同実施者調書兼誓約書（様式１－２）※複数企業で事業を実施する場合のみ 

・会社概要（任意様式、パンフレット可） 

・別紙①に記載の書類（鳴門市物品等一般競争入札（指名競争入札）及び随意契約参

加資格者名簿に登録されている者は不要） 
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エ 参加資格の確認 

  参加表明者について、「３(１)参加資格」の要件を有するか審査を行うものとする。 

なお、参加表明に係る提出書類について、本市から説明を求められた場合、参加表明

者はこれに応じなければならない。 

オ 確認結果の通知 

参加資格の確認結果について、令和８年５月２５日（月）までに、電子メールにより

通知する。なお、令和８年５月２６日（火）正午時点においても電子メールが届かない

場合は、必ず「１(４)担当部署」に問い合わせすること。 

 

４ 質問・現地見学等の受付 

（１）受付期間 

令和８年５月１日（金）～令和８年５月１９日（火）正午まで 

（２）提出方法等 

 ア 質問の受付・回答 

① 提出方法 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、電子メールにより質問書（様式２）を

添付し、「１(４)担当部署」宛てに提出すること。なお、電子メール送信後は、電話

にて受信確認を行うこと。電子メール以外での質問の受付は行わない。 

② 質問に対する回答 

回答は、本市公式ウェブサイトにおいて随時公表し、令和８年５月２０日（水）ま

でに、すべての質問に対する回答を公表する。なお、質問への回答をもって、本募集

要領に記載する内容の追加又は修正をしたものとする。  

イ 現地見学 

① 申込方法 

現地の確認を希望する場合は、電子メールにより現地見学申込書（様式３）を添付

し、「１(４)担当部署」宛てに提出すること。なお、電子メール送信後は、電話にて

受信確認を行うこと。 

② 日程調整 

   担当部署において、日程を調整のうえ希望者に連絡する。 

 ウ 建築関係図面等の閲覧 

① 申請方法 

   本施設の設計図（大麻大型共同作業場新築工事：昭和５９年度）の閲覧を希望する

場合は、電子メールまたは持参により、参考図面等閲覧申請書（様式６）を「１(４)

担当部署」宛てに提出すること。 

② 閲覧方法 

   市が指定する日時、場所で閲覧すること。図書の持ち出しは不可とするが、図書等

を毀損しない方法であれば、転写・写真撮影などは可とする。 
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５ 企画提案書等の提出 

本プロポーザルの参加者は、次のとおり企画提案書等を提出すること。 

（１）提出書類 

・企画提案書（様式７） 

・事業計画書（様式８） 

・資金収支計画書（様式９） 

・レイアウト図（様式任意） 

（２）企画提案書作成にあたっての留意事項 

提案書は「鳴門市大麻大型共同作業場使用事業者選定に係る企画提案書（様式７）」

を表紙とし、提案書類一式をまとめて綴じること。 

① 様式は任意であるが、Ａ４版サイズ（一部Ａ３版の折込可）で作成すること。 

② 提案に支障のない範囲で両面印刷し、ページ番号を付しておくこと。 

③ 文字サイズは、１０．５ポイント以上を基本とすること。 

④  図表等を用いて、正確かつ簡潔明瞭に記載し、資料が過大なものとならないよう十

分留意すること。 

（３）提出期限   

令和８年６月１日（月）午後５時まで（必着） 

（４）提出方法   

持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は、配達記録が残る方法によるものと

し、必ず電話で受付の確認を行うこと。 

（５）提出部数 

   正本：１部 副本８部 

（６）提出先 

「１(４)担当部署」に同じ 

 

 

６ 提案書等の審査及び評価 

（１） プレゼンテーション実施日 

  令和８年６月中旬（予定）  

※詳細は、参加表明者に対して別途通知する。 

（２）審査委員会 

鳴門市大麻大型共同作業場使用事業者選定に係るプロポーザル審査委員会（以下

「審査委員会」という）により行う。 

（３）評価基準等 

 ア 評価項目及び配点 

評価項目 評価基準 配点 

運営体制 ・事業を円滑に行うための必要な人員の確保、安定的な

運営が可能となる財政基盤があるか。 

１０ 
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経済効果 ・地域経済の活性化、周辺地域への波及効果が見込まれ

る事業であるか。 

３０ 

地域貢献 ・地域住民の雇用創出など、地域への貢献が図られる事

業であるか。 

４０ 

実現性 ・事業開始までの資金計画や事業内容、スケジュールは

実現性の高いものになっているか。 

１０ 

継続性 ・事業の実施体制・収支計画など、継続的な運営が見込

まれる事業であるか。 

１０ 

合計 １００ 

 

イ 得点化について 

各評価項目について、次の評価基準を参考に６段階で評価を行う。  
 

評 価 評 価 内 容 得点化方式 

Ａ  特に優れている 配点×１．００ 

Ｂ  優れている 配点×０．８０ 

Ｃ  普通 配点×０．６０ 

Ｄ  やや劣っている 配点×０．４０ 

Ｅ  劣っている 配点×０．２０ 

Ｆ  提案がされていない等 配点×０．００ 

 

（４）優先候補者の選定方法 

① 評価項目ごとに、各審査委員の評価点を加算した合計点を評価点とする。 

② 評価点の合計点が６割以上となった者のうち、合計点が最も高い者を優先候補者と

して決定する。なお、最も高い者が複数となった場合は、地元雇用の評価点が最も

高い者を、優先候補者として決定する。 

③ 提案書の提出が１事業者であっても、審査及び評価を行うものとし、６割以上の得

点を得た場合には、優先候補者として決定する。 

④ 選定された優先候補者との詳細協議の結果、事業の実施に至らなかったとき、若し

くは不正と認められる行為が判明したときは、次に得点の高かった参加表明者から

順に、協議を行うものとする。 

 

７ 審査結果の通知 

（１）審査結果は、参加表明者全員に対して速やかに通知する。 

（２）審査結果は、後日、鳴門市公式ウェブサイトにおいて公表する。公表の内容は件名、

審査委員会日時及び委員数、参加者数、優先候補者の名称、住所及び代表者氏名、 

各提案者の各審査項目点及び合計点とする。 

   なお、優先候補者以外の参加者については、参加者の名称は公表しない。 
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８ 施設使用等に関する条件  

（１）詳細協議・使用許可 

優先候補者は、市との詳細協議が整い次第、速やかに「使用許可申請書」を提出する

ものとし、市は、鳴門市共同作業場条例（平成１５年条例第２１号）等の規定に基づき

使用を許可する。 

（２）使用許可期間 

使用許可期間は１年以内（今年度は、令和８年８月１日から令和９年３月３１日まで）

とし、事業を継続する場合は、毎年度、使用許可申請書を提出すること。 

なお、施設の使用を中止する場合は、当該中止の３ヶ月前までにその理由を記載した

文書を提出の上、市と協議すること。 

（３）使用料 

月額６３，２００円 

※市が発行する納入通知書により、原則一括で納入すること。 

（４）施設改修等 

  使用者は、自らの負担と責任において事業実施に必要な工事等を行うものとし、施設

設備の新設や増改築、若しくは取り壊し等を行う場合は、事前に市と協議を行うこと。

ただし、施設の構造に重大な影響を与えるような改造はできない。 

（５）光熱水費等の負担 

共同作業場を使用するにあたり必要となる電気代・水道代等の光熱水費や維持管理

費、修繕等に要する経費は、使用者の負担とする。 

ただし、施設警備、消防設備点検については、市が負担する。 

（６）原状復旧 

  使用許可期間が満了したとき又は事業を中止するときは、使用者は、自らの負担と責

任で原状に回復した上で、市が指定する期日までに返還しなければならない。 

（７）地元雇用・事業運営等 

  事業を通じて雇用機会の確保を図るとともに、従業員の新規雇用にあたっては、市民

や地元からの積極的な雇用に努めること。 

また、事業を実施する上での近隣住民への周知、説明対応等については、使用者にお

いて誠意をもって行うこと。 

（８）その他使用上の制約 

  施設設備は、目的外に使用してはならない。また、事前に市の承諾を得ないで、使用

許可の権利譲渡し、または転貸してはならない。 

物件に数量の不足、隠れた瑕疵（土壌汚染、地盤沈下、地下埋設物、雨漏り、カビ等

を含む）を発見した場合など、市では、すべての土地・建物に関する責任の一切を負担

しないものとし、事業者は、損害賠償請求はできないものとする。 

なお、施設の改修等において、万一アスベスト（石綿）が確認された場合は、関係法

令等を遵守し、使用者の責任と費用負担において処理すること。 
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９ 留意事項 

① 提案書等の作成等、本プロポーザルに参加する一切の費用は、参加表明者の負担

とする。 

② 提出された書類等は、返却しない。 

③ 提出された提案書等は、本件での選定以外に使用しないものとし、鳴門市文書管

理規則に従い、責任を持って管理及び廃棄する。なお、鳴門市情報公開条例（平

成１３年鳴門市条例第３４号）に基づく公文書開示請求などにより公開すること

がある。 

④ 施設の使用許可後、本提案における不正・虚偽記載等が認められる行為が判明し

た場合は、使用を停止し、または取り消しできるものとする。 

⑤ 企画提案書等に含まれる著作権など法令に基づいて保護される第三者の権利の対

象となっているものを使用した結果、生じた責任はすべて提案者が負う。 

⑥ 審査結果に係る問合せ、不服申立ては、一切受け付けないものとする。 


